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岐阜県吹奏楽連盟定款 

 

第一章 総則 

（名称） 

第１条  本連盟は「岐阜県吹奏楽連盟」と称する。 

（事務局） 

第２条  本連盟の事務局は岐阜県内に置く。 

（連携） 

第３条  本連盟は(社)全日本吹奏楽連盟の会員連盟の資格を有し、全日本吹奏楽連盟の

定款に規定した支部と連携をもつ。 

また、中部日本吹奏楽連盟会員支部としての資格を有する。 

 

第二章 目的及び事業 

（目的） 

第４条  本連盟は音楽文化向上に資するため、吹奏楽の普及発展を図ることを目的とす

る。 

（運営の原則） 

第５条  本連盟は個人または法人その他団体の利益を目的としてその事業を行わない。 

本連盟はこれを特定の政党のために利用しない。 

（事業） 

第６条  本連盟は前条の目的を達成するために次の事業を行う。 

(1) 演奏会、吹奏楽コンクール、演奏行進等の主催 

(2) 講習会、研究会の開催 

(3) 他団体の事業に対する共催、後援、協力 

(4) その他本連盟の目的を達成するために必要な事業 

 

第三章 組織及び会費 

（会員の種類） 

第７条  本連盟の会員は次の二種類とする。 

(1) 正会員 

(2) 特別会員 

第８条  正会員は前条の目的に賛同する岐阜県内の小学生、中学校、高等学校、大学、

職場、一般の吹奏楽団（１団体を１会員とする）とする。 

特別会員は前条の目的に賛同する団体及び個人とする。 

（入会） 

第９条  本連盟に入会を希望するものは、別に定める岐阜県吹奏楽連盟運営規程（以下

「運営規程」という）の手続きを経て会員となる。 

（会費及び入会金） 
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第１０条 本連盟の会費は通常会費と臨時会費とする。 

２ 通常会費は正会員の会費とし、その会費、入会金及び臨時会費の額は総会の決

議によってこれを定める。 

（会費の納入） 

第１１条 正会員は毎年所定の会費を期限内に納入しなければならない。 

２ 会費の納入期限は理事会において定められる。ただし年度途中に入会する会員

に対しては入会の際これを納入しなければならない。 

（退会） 

第１２条 退会を希望する会員は、退会届を提出しなければならない。 

２ 年度の途中で退会しても、既納の会費は返還しない。 

３ 会費納入前に退会を届出ても、所定の会費は納入しなければならない。 

（除名） 

第１３条 正会員及び特別会員が次の各号の一つに該当するときは、理事会の決議により

除名することができる。 

(1) 本連盟の体面を傷つけ、または目的に反する行為のあったとき。 

(2) 会費納入義務を履行しなかったとき。 

(3) その他会員として適当でないと認められたとき。 

 

第四章 役員 

（役員の種類） 

第１４条 本連盟には次の役員を置く。 

理事長   １名 

副理事長  ４名以内 

事務局長  １名 

常任理事 ２５名以内 

理事   ４５名以内 

監事    ３名以内 

（役員の資格及び任免） 

第１５条 役員は本連盟の正会員であることを要し、総会において選任及び解任される。

ただし、理事定数の１割以内において正会員以外でも選任することができる。 

２ 役員の選任方法は運営規程で定める。 

（役員の任期） 

第１６条 役員の任期は、毎年４月１日から翌々年３月３１日までの２年間とし、再任を

妨げない。 

２ 期の半ばに選任された役員の任期はその期の末迄とする。役員は任期終了後、

後任者の就任するまで引き続き職務を行うものとする。 

（役員の任務） 

第１７条 理事長は本連盟を代表し会務を統括する。 

２ 副理事長は理事長を補佐し、理事長事故あるときはその職務を代行する。 

３ 事務局長は事務一切を統括する。 
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４ 常任理事は理事長、副理事長を補佐し会務を遂行する。 

５ 理事は事務局長もしくは担当常任理事の指示を受け、会務を遂行する。 

６ 監事は本連盟の業務及び会計を監査する。 

７ 監事は各会議に出席し意見を述べる事ができる。ただし理事会での議決権を有

しない。 

 

第五章 会長、顧問及び参与 

（会長、顧問、参与） 

第１８条 本連盟は会長、顧問、参与を置く事ができる。 

２ 会長、顧問、参与は総会の議決による。 

 

第六章 会議 

（会議の種類） 

第１９条 会議は総会、理事会、常任理事会の三種とする。 

２ 総会は正会員をもって構成し、理事会は理事をもって構成し、常任理事会は常

任理事以上の理事をもって構成する。 

（総会の種類及び招集） 

第２０条 総会は定時総会と臨時総会の二種類とする。 

２ 定時総会は毎年４月、臨時総会は理事長が必要と認めたとき、または５分の１

以上の正会員が会議の目的事項を示し請求したとき、理事長がこれを招集する。 

３ 総会は理事長がその議長となる。 

４ 総会の招集は少なくとも会日の１０日前迄に、各正会員に対して総会の目的た

る事項、日時及び場所につき、その通知をしなければならない。 

（総会の成立及び議事） 

第２１条 総会の定員数は正会員の２分の１とし、議事は出席正会員の過半数によりこれ

を決定する。可否同数の場合は議長がこれを決する。 

２ 次の事項の議決は出席会員の３分の２以上の同意を得なければならない。 

(1) 定款の変更 

(2) 本連盟の解散、並びに残余財産の処分 

３ やむを得ない理由のため、総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知され

た事項について、書面をもって表決し、または他の正会員を代理人として表決を

委任することができる。 

（総会の決議事項） 

第２２条 次の事項は、総会の議決を経なければならない。 

(1) 定款の変更 

(2) 事業計画及び収支予算の決定並びに変更 

(3) 事業報告並びに収支決算の承認 

(4) 役員の選任及び解任 

(5) 本連盟の解散並びに残余財産の処分の決定 

(6) その他重要な事項 
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（理事会） 

第２３条 理事会は本連盟の運営にあたる。 

２ 理事会は総会から委任された事項及び総会に提出すべき議題を審議処理する。 

３ 理事会は原則として年間４回以上開催し、理事長が必要と認めたとき、または

理事の３分の１以上の要求があるとき理事長は、これを招集しなければならない。 

４ 理事会は理事長がその議長となる。 

５ 理事会の定足数は２分の１とする。 

６ 議事は、出席理事の過半数をもって決する。可否同数のときは、議長がこれを

決する。 

第２４条 理事会に付議すべき事項は、常任理事会において必要と認めた事項とする。 

（常任理事会） 

第２５条 常任理事会は理事長、副理事長、常任理事及び責務理事をもって構成する。 

２ 監事は常任理事会に出席し意見を述べることができる。 

３ 常任理事会は理事会に提出する議案、理事会より委託された事項及び緊急を要

する事項を審議処理する。 

４ 常任理事会は原則として年間２回以上開会し、理事長は必要に応じて常任理事

会を開催することができる。 

５ 常任理事会の議事については、定款第２３条第４項、５項、６項の規定を準用

する。 

６ 理事長は常任理事会において審議処理された事項の経過、並びに結果を理事会

に報告しなければならない。 

第２６条 常任理事会に付議すべき事項は次の事項とする。 

(1) 事業の企画、遂行に関する件 

(2) 会計上（予算）の運用実施に関する件 

(3) 会長、顧問、参与に関する件 

(4) 定款、運営規程に関する件 

(5) その他必要な事項 

 

第七章 管理 

（定款その他書類の備付） 

第２７条 理事長は、定款、規程、総会の議事録を本連盟事務局に備えて置かなければな

らない。 

２ 理事長は、正会員が前項の書類の閲覧を求めたときは、正当な理由がなくてこ

れを拒んではならない。 

（決算関係書類の提出） 

第２８条 理事長は、事業年度ごと定期総会の会日の１５日前迄に事前年度における次の

書類を作成し、監事に提出しなければならない。 

(1) 事業報告書 

(2) 収支決算書 

(3) 財産目録 
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２ 監事は、前項の規程により書類の送付を受けたときは、その定期総会の１０日

前迄に、意見書を理事長に提出しなければならない。 

３ 理事長は、前項の監事の意見を添えて、第１項の書類を定期総会に提出し、そ

の承認を求めなければならない。 

４ 理事長は、毎事業年度定期総会の会日の１０日前迄に第１項の書類を事務局に

備えて置かなければならない。 

５ 理事長は、正会員が第１項の書類の閲覧を求めたときは、正当な理由がなくて

これを拒んではならない。 

 

第八章 委員会 

（委員会の設置） 

第２９条 本連盟は、その目的達成に必要な、重要事項を研究審議実施するために理事会

の決議を経て、委員会を置くことができる。 

（委員の任命） 

第３０条 委員会に、委員長１名、副委員長及び委員若干名を置く。 

２ 委員長、副委員長は理事のうちから各委員は正会員のうちから、それぞれ理事

会の承認を得て理事長が任命する。 

 

第九章 事務局 

（事務局の設置） 

第３１条 本連盟の事務を処理するため事務局を置く。 

（事務局長及び事務局員） 

第３２条 事務局には、事務局長１名、事務局員若干名を置くことができる。 

２ 事務局長は、事務局を総括する。 

３ 事務局員は、事務局長が理事長の承認を経てこれを任免する。 

 

第十章 資産及び会計 

（会計及び会計年度） 

第３３条 本連盟の会計は、一般会計、特別会計及び基金会計とする。 

２ 会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。 

（収入） 

第３４条 本連盟の収入は、入会金、会費、寄付金、補助金その他とする。 

（財産の請求権） 

第３５条 正会員は、退会した場合、または除名された場合、本連盟の資産に対してなん

らかの請求をなし得ない。 

（解散の場合の会費請求） 

第３６条 本連盟は、解散後であっても、総会の決議を得て、その債務を完済するに必要

な限度において、会費を徴収することができる。 

 

第十一章 雑則 



6 

（委任） 

第３７条 この定款の施行に関し、必要な事項は、理事会の決議を経て、別に定める。 

（付則） 

第３８条 この定款は昭和５５年４月１日より発効する。 

 

【定款の改正事項に関する記録】 

昭和５８年４月 

・第四章 役員に関する事項の一部削除及び変更 

（内容） 

・直前理事長の役職を削除（第１４条、第１７条） 

・専務理事と事務局長の職務の分離（第１４条、第１７条） 

・常任理事及び理事の定数の増加（第１４条、第１７条） 

・正会員以外の理事の選任追加（第１５条） 

昭和６０年４月 

（内容） 

・事務所の位置範囲の拡大（第２条） 

・特別会員の範囲の拡大（第８条） 

・常任理事、理事及び監事の定数の増加（第１４条） 

昭和６１年４月 

（内容） 

・常任理事の定数の増加（第１４条） 

平成元年４月 

（内容） 

・副理事長の定数の増加（第１４条） 

平成２年４月 

（内容） 

・理事の定数の増加（第１４条） 

平成７年４月 

（内容） 

・専務理事の名称を削除（第１４条、第１７条） 

・貸借対照表の削除（第２８条） 

平成２０年４月 

（内容） 

・名称の変更（第１条） 

・中部日本吹奏楽連盟との連携（第３条） 

・理事会及び常任理事会の日程の変更（第２３条３及び第２５条４） 

平成３１年４月 

・小学生の部へ変更（第８条） 


